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(57)【要約】
【課題】スタンドルーペの確実で快適な操作を保証し、
特に平らな面にルーペを使用する際に快適さを高めるこ
と。
【解決手段】この発明は、読取り品或いはそのような観
察すべき表面、即ち設置面（１２）に載置できるルーペ
ポット（２）とグリップ端（６）に配置されていてグリ
ップ（４）及びルーペ本体（５）を備えるルーペ要素（
３）とから成るスタンドルーペ（１）に関し、ルーペ要
素（３）がルーペポット（２）に分解可能に固定されて
いる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　読取り品或いはそのような観察すべき表面、即ち設置面（１２）に載置できるルーペポ
ット（２）とグリップ端（６）に配置されていてグリップ（４）及びルーペ本体（５）を
備えるルーペ要素（３）とから成るスタンドルーペ（１）において、ルーペ要素（３）が
ルーペポット（２）に分解可能に固定されていることを特徴とするスタンドルーペ。
【請求項２】
　ルーペ要素（３）が照明手段（９）を有することを特徴とする請求項１に記載のスタン
ドルーペ。
【請求項３】
　ルーペポット（２）が載置された際にはルーペ要素（３）が設置面（１２）に対して旋
回できることを特徴とする請求項１或いは２に記載のスタンドルーペ。
【請求項４】
　旋回軸線（１３）がおよそ中心にルーペポット（２）を通して延びていて、直接に設置
面（１２）の上に配置されていることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載
のスタンドルーペ。
【請求項５】
　ルーペポット（２）とルーペ要素（３）の間の分解可能な連結がスナップ係止結合によ
って形成されていることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか一項に記載のスタンドル
ーペ。
【請求項６】
　ルーペポット（２）とルーペ要素（３）の間の分解可能な連結が複数の互いに魅力的に
連結された磁石（７）によってルーペ本体（５）の縁領域（８）に形成されていることを
特徴とする請求項１乃至５のいずれか一項に記載のスタンドルーペ。
【請求項７】
　磁石連結では２～６個までの磁石対（７）を有することを特徴とする請求項６に記載の
スタンドルーペ。
【請求項８】
　磁石対（７）が等間隔に配置されていることをことを特徴とする請求項５或いは６に記
載のスタンドルーペ。
【請求項９】
　ルーペポット（２）が少なくとも二部材に形成されていることを特徴とする請求項１乃
至８のいずれか一項に記載のスタンドルーペ。
【請求項１０】
　少なくとも二つの互いに相対的に可動なルーペポット部材（２ａ、２ｂ）が実質的に光
を通さなく互いに支承されていることを特徴とする請求項９に記載のスタンドルーペ。
【請求項１１】
　少なくとも二つの互いに旋回可能なルーペポット部材（２ａ、２ｂ）がおよそ球キャロ
ット状に形成されていることを特徴とする請求項９或いは１０に記載のスタンドルーペ。
【請求項１２】
　少なくとも二つの互いに相対的に可動なルーペポット部材（２ａ、２ｂ）が少なくとも
部分的に平らに接触して互いに旋回できることを特徴とする請求項１１に記載のスタンド
ルーペ。
【請求項１３】
　旋回軸線（１３）がジャーナル（１４）と逆手段（１５）を通してそれぞれに互いに旋
回可能なルーペポット部材（２ａ、２ｂ）に形成されているか、或いは定義されているこ
とを特徴とする請求項３乃至１２のいずれか一項に記載のスタンドルーペ。
【請求項１４】
　旋回するために、係止要素が少なくとも一つのルーペポット部材（２ａ、２ｂ）に配置
されていることを特徴とする請求項３乃至１３のいずれか一項に記載のスタンドルーペ。
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【請求項１５】
　ルーペポット（２）が設置面（１２）とルーペ本体（５）の間の平行状態から出発して
少なくとも二方向（Ａ，Ｂ）に旋回できることを特徴とする請求項３乃至１３のいずれか
一項に記載のスタンドルーペ。
【請求項１６】
　ルーペポット（２）の上辺（１７）には、ルーペ要素（３）の設置領域（１９）と一致
する窪み（１８）が設けられていることを特徴とする請求項１乃至１５のいずれか一項に
記載のスタンドルーペ。
【請求項１７】
　ルーペポット（２）の上辺（１７）には、ルーペ要素（３）の逆領域（２１）と一致す
るリングバンド（２０）が形成されていることを特徴とする請求項１乃至１６のいずれか
一項に記載のスタンドルーペ。
【請求項１８】
　ルーペ要素（３）に配置された照明手段（９）は、ルーペ要素（３）とルーペポット（
２）の組み立てられた状態ではルーペポット（２）の窪み（１８）を通して設置面（１２
）を照明することを特徴とする請求項１乃至１７のいずれか一項に記載のスタンドルーペ
。
【請求項１９】
　ルーペ要素（３）が特別に使用可能なハンドルーペとして形成され、グリップ（４）は
このグリップが設置面（１２）を自由グリップ端（２３）と接触するように、形成されて
いることを特徴とする請求項１乃至１８のいずれか一項に記載のスタンドルーペ。
【請求項２０】
　ルーペ本体（５）に配置されたグリップ（４）の自由グリップ端（２３）が解き可能に
設置面（１２）の平面に配置され且つ支持されるか、又は配置されるか、或いは支持され
ることを特徴とする請求項１乃至１９のいずれか一項に記載のスタンドルーペ。
【請求項２１】
　少なくとも一つの旋回状態では最下ルーペポット部材（２ｂ）の傍に少なくとも一つの
縁領域（２２）が別の旋回されたルーペポット部材（２ａ）を設置面（１２）に支持され
ていることを特徴とする請求項３乃至２０のいずれか一項に記載のスタンドルーペ。
【請求項２２】
　ハンドグリップ（４）の自由端（２３）では、充電コンセント（１１）はこの充電コン
セントに挿入された充電プラグが自由グリップ端（２３）の巻解き広げ運動を設置面（１
２）の上に一致しないように、配置されていることを特徴とする請求項２乃至２１のいず
れか一項に記載のスタンドルーペ。
【請求項２３】
　充電プラグが斜め上方に向いて充電コンセント（１１）に挿入されていることを特徴と
する請求項２０に記載のスタンドルーペ。
【請求項２４】
　ルーペポット（２）がほぼ丸い或いは楕円基本面形状を有し、グリップ（４）が半径方
向外方に延びていることを特徴とする請求項１乃至２３のいずれか一項に記載のスタンド
ルーペ。
【請求項２５】
　ルーペポット（２）が丸い基本面形状を有し、グリップ（４）の中心長手軸線が旋回軸
線（１３）と平行に配置されていることを特徴とする請求項３乃至２４のいずれか一項に
記載のスタンドルーペ。
【請求項２６】
　ルーペポット（２）が矩形基本面形状を有し、グリップ（４）の中心長手軸線が旋回軸
線（１３）と共に鋭角を形成するか、或いは旋回軸線と平行に配置されていることを特徴
とする請求項１乃至２５のいずれか一項に記載のスタンドルーペ。
【請求項２７】
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　ルーペ要素（３）が降ろされた際には自由グリップ端（２３）が設置面（１２）上に載
置し、第二状態（ループ本体（５）と設置面（１２）の平行状態）において浮かんでいる
ことを特徴とする請求項２乃至２６のいずれか一項に記載のスタンドルーペ。
【請求項２８】
　自由グリップ端（２３）がルーペポット部材（２）の各旋回状態では設置面（１２）上
に載置することを特徴とする請求項２乃至２６のいずれか一項に記載のスタンドルーペ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、読取り品或いはそのような観察すべき表面、即ち設置面に載置できるルー
ペポットとグリップ端に配置されていてグリップ及びルーペ本体を備えるルーペ要素とか
ら成るスタンドルーペに関する。ルーペ要素に配置されたグリップを備えるルーペ要素は
特別に使用できるハンドルーペに用いられ得る。
【背景技術】
【０００２】
　先行技術からルーペポットを備えるスタンドルーペが知られていて、このために、ドイ
ツ実用新案第２０１２２４９０号明細書（特許文献１）を参照して下さい。
【０００３】
　ドイツ実用新案第２００２３７５８号明細書（特許文献２）は、エネルギー源と接続さ
れている拡大する光学的システムを教示し、照明要素が高出力ＬＥＤとして形成されてい
る。さらに、上記印刷物からハンドルーペの自由グリップ端が支柱を介して設置面に支持
されることを推定できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】ドイツ実用新案第２０１２２４９０号明細書
【特許文献２】ドイツ実用新案第２００２３７５８号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　この発明の課題は、この特徴事項がスタンドルーペの利点も、ハンドルーペの利点も一
致するように、請求項１の上位概念の特徴事項を備えるスタンドルーペを再現することで
ある。さらに、この発明の課題は、スタンドルーペの確実で快適な操作を保証し、特に平
らな面にルーペを使用する際に快適さを高めることである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　ハンドルーペがルーペポットと分解可能に固定されることが、この発明の本質と判断さ
れる。ルーペポットにハンドルーペを分解可能に固定することにより、ハンドルーペの利
点（僅かな重量、僅かな全容積）をスタンドルーペの利点（拡大された物体或いは読取り
品のフリーハンドな観察）と一実施態様で一致させることを可能する。それ故に、利用者
がこの実施態様でそれぞれの利点に出くわすので、両方の個々のルーペを購入することが
利用者に免除される。
【０００７】
　非透明なルーペポット或いはこの発明のスタンドルーペの下側に照明されない表面への
使用の場合には、固有の照明手段を備えるスタンドルーペを構成することが好ましい。こ
の照明手段が例えば電球、或いは特にＬＥＤ或いは高出力ＬＥＤを包含し得る。それ故に
、ルーペポットから離脱されたハンドルーペの使用の場合も、スタンドルーペ（ハンドル
ーペとルーペ本体の組立て）としての使用形式の場合も、照明機能を一体化すべきである
ことを可能とする。
【０００８】
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　ハンドルーペがルーペポットが組立てられた際に設置面に対して旋回可能に支承される
ならば、特別に好ましいことが明らかであった。この支承はハンドルーペとルーペポット
の間の連結箇所に強制的には生じせずに、むしろ、好ましい実施態様でルーペポット内部
に実現される。旋回軸線がおよそ中心にルーペポットを通して延びていて且つ直接に設置
面に配置されているか、又はルーペポットを通して延びているか、或いは直接に設置面に
配置されているならば、簡単で操作者に快適な形式で旋回機能が変換され得る。
【０００９】
　ルーペポットの旋回可能な構成によって、ルーペ本体を利用者の視覚に一致して整合さ
せ、それによりスタンドループの操作快適さを高めることを可能とする。
【００１０】
　好ましい形式では、ハンドルーペとルーペポットの間の分解可能な連結がスナップ係止
結合によって実現される。選択的に、単独にのみ、しかし、スナップ係止結合との組合せ
において、多数の互いに引き寄せ連結された磁石がルーペ本体の端領域にてハンドルーペ
とルーペポットの確実で快適な分解可能な連結を形成できる。特に、例えば等間隔且つ／
又は旋回軸線に対称的に両結合パートナーに配置されている２～６個までの磁石対が植え
込まれている。それにより両結合パートナーの一体取付けと分解が快適さと確かに簡単な
ハンドグリップによって実施され得る。
【００１１】
　さらに、ルーペポットが少なくとも二部材で形成されていて、実質的に光を通さなく互
いに支承される例えば二つの相対的に移動自在なルーペポット部材から成ることを提案さ
れている。これが具体的に球キャロット状ルーペポット部材によって達成され得る。ルー
ペポットの二部材によって、旋回機能が簡単な形式でルーペポット本体に支承される。設
置面の観察を横入射光によって影響されないために、設置面への周辺光の横入射光が回避
され得るならば、可動ルーペポット部材間の遮光性が利点である。
【００１２】
　さらに、少なくとも二つの互いに相対的に移動可能なルーペポット部材が少なくとも部
分的に平らなに互いに接触して旋回できるならば、好ましい。平らな接触の利点は、一方
では、これがルーペポットの遮光性を促進させ、他方では、二つのルーペポット部材の接
触によって接触点或いは面に作用する摩擦力の狙った設定によって二部材の旋回を定義さ
れた力の印加の際に初めて達成されることにある。これら特徴事項の再現では、両ルーペ
ポット部材を旋回するために、係止要素を少なくとも一つのルーペポット部材に配列する
ことが目的に適っている。この種の係止要素によって、両ルーペポット部材が定義された
互いに旋回された状態に係止され得る。この措置は、例えば、震える手の振動がルーペポ
ット部材の旋回可能な運動に伝達され得ないので、この発明のスタンドループが震える手
によって操作されるときに、利点である。
【００１３】
　構造的に簡単な実施態様では、両ルーペポット部材の旋回軸線がジャーナルと逆手段に
よってそれぞれに互いに旋回可能なルーペポット部材に形成されるか、或いは定義される
。さらに、ルーペポットが設置面とルーペ本体の間の平行状態から出発して少なくとも二
方向に旋回できるように、両ルーペポット部材の旋回性を構成させることが提案されてい
る。それ故に、ルーペポットの旋回は、このルーペポットがルーペを左手或いは右手でグ
リップに保持されるか否かと無関係に、利用者によって達成され得る。
【００１４】
　さらに、ハンドルーペとルーペポットの間の連結領域には異なった特徴事項が考慮され
るならば、有効なことが明らかであったので、例えばルーペポットの上辺にはハンドルー
ペの設置領域と一致する窪みが設けられている。他の措置では例えばルーペの上辺にハン
ドルーペの逆領域と一致するリングバンドを形成すべであろう。これら両措置によって、
ハンドルーペとルーペポットの容易な組立てが可能される、というのは、窪み或いはリン
グバンドがそれぞれに一致する領域と自動心合せを奏するからである。
【００１５】
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　通常には、ハンドルーペに配置された照明手段がハンドルーペとルーペポットの組立て
状態でルーペポットの窪みによってスタンド面を照明し、ＬＥＤの技術的意味のある配列
ような簡単で安価な配列が保証される、というのは、これは組立てスタンドルーぺ作動で
も、ハンドルーペ作動でも、使用できるからである。
【００１６】
　さらに、グリップがスタンド面を自由グリップ端領域と接触するように、ルーペポット
のグリップが形成されるならば、特別に好ましいことが明らかであった。グリップのグリ
ップ端領域への載置によって、スタンドルーぺの快適な操作が達成され得る、というのは
、万一の振動（震える手から出発して）が固定したスタンドルーぺに僅かに強くしか伝達
されないからである。
【００１７】
　スタンドルーぺの旋回機能の場合には、ルーぺ本体に配置されたグリップのグリップ端
を解き可能に設置面の平面に配列するか、或いは支持することが目的に適っている。この
場合には、このグリップ端領域が旋回性に一致して全旋回運動を介して設置面との少なく
とも接触点及び／又は接触線を形成することが巻付け可能を意味する。他の措置をスタン
ドルーぺの確実なスタンドに達成させることは、少なくとも一つの旋回状態で下ルーペポ
ット部材の傍に別の旋回されたルーペポット部材の少なくとも端領域を設置面で支持する
ことである。この種の旋回状態が例えば端状態位置を意味する。
【００１８】
　スタンドルーぺが蓄電池或いは配電電圧により作動できる照明手段を有するならば、充
電プラグ或いは配電ケーブルプラグを導入する充電コンセントを備えることが好ましい。
この充電プラグコンセントが例えば自由グリップ端に配置され得て、その際にこれに挿入
された充電プラグがスタンドルーぺの旋回中に設置面へのグリップ端の巻解き広げ運動を
阻止しないことを注目すべきである。これは、例えば、充電コンセントがその中心長手軸
線によってルーぺ本体から反対を向いて、上方（斜め上方に）に向くことによって達成さ
れる。
【００１９】
　好ましい実施態様では、ポットは丸い基本形状を有し、その際にグリップが半径方向外
方に延びている。さらに、グリップの中心長手軸線が旋回軸線に平行に配置され、この中
心長手軸線が平面図から観察されて、一列に位置する。
【００２０】
　第二選択的実施態様では、ルーぺポットは矩形基本形状を有し、グリップの中心長手軸
線が旋回軸線と鋭角を形成するか、或いは旋回軸線と平行に配置されている。
【００２１】
　グリップの中心長手軸線が旋回軸線と鋭角を形成する場合には、グリップ端がハンドル
ーぺの降ろす際に設置面上に載置し、第二状態（ルーぺ本体と設置面の平行状態）に浮い
ている（グリップ端から設置面までの間隔）。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】ハンドループとルーぺポットの分解状態でスタンドルーぺの斜視表現を示す。
【図２】図１によるスタンドループの斜視的切断表現を示す。
【図３】第一旋回状態でスタンドループの斜視的表現を示す。
【図４】第二旋回状態で図３によるスタンドループの斜視的表現を示す。
【図５】第一旋回状態でスタンドループの選択的実施態様の斜視的表現を示す。
【図６】第二旋回状態で図５によるスタンドループの斜視的表現を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　この発明は、実施例に基づいて図面に詳細に説明される。
【００２４】
　図１は、ルーぺポット２とルーぺ要素３とから構成できるスタンドルーぺ１を示す。ル
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ーぺ要素３がグリップ４及びグリップ端６に配置されているルーぺ本体５を有する。この
ルーぺ要素３がルーぺポット２と分解可能に連結されて、それによりハンドループを形成
する。「ハンドループ３」と「ルーぺ要素３」の概念が同義語として使用される。この場
合にルーぺポット２とルーぺ要素３との間の分解可能な連結が複数の互いに引き寄せ連結
された磁石７によってルーぺ本体５の縁領域において形成され得る。好ましい実施態様で
は三つの磁石対７が使用されていた。磁石７はルーぺ本体５のソケットの縁領域において
縁領域を平らに閉鎖して入れられ得る。選択的に分解可能な連結がスナップ係止結合或い
はスナップ係止結合の組合せの形態で複数の互いに引き寄せ連結された磁石７に実現され
る。
【００２５】
　好ましい実施態様では、ハンドループ３は照明手段９を備えている。図２に図示される
ように、照明手段９が電池或いは蓄電池１０によって電圧を供給される。蓄電池１０の使
用の場合には、この蓄電池が充電コンセント１１を介して配電装置に接続され得て、充電
される。さらに、この発明によると、照明手段９の電流供給が直接に配電接続部を介して
いる。
【００２６】
　図３と４には、参照符号１２によって設置面１２が図示されている。この発明によるス
タンドルーぺ１は組立てられた状態ではルーぺ要素３とルーぺポット２から設置面１２に
対して旋回できる。図３と４は旋回できるスタンドルーぺ１の両端状態を示す。この場合
には、旋回軸線１３がおよそ中心にルーぺポット２を通して且つ直接に設置面１２上に延
びている。
【００２７】
　ルーぺポット２は二部材に形成されていて、両可動ルーぺポット部材２ａ，２ｂは互い
に相対的に移動自在に支承されて且つ実質的に光を通さなく互いに係合する。
【００２８】
　図１－４に図示されている第一実施態様の場合には、ルーぺポット２の基本面形状が丸
いけれども、球キャロット状構成がルーぺポット部材２ａ，２ｂの形状に適している。
【００２９】
　旋回軸線１３がジャーナル１４と逆手段１５の結合を通してそれぞれに互いに旋回可能
なルーぺポット部材２ａ，２ｂに形成されるか、或いは定義される、特に図２を参照。
【００３０】
　両ルーぺポット部材２ａ，２ｂの旋回は好ましい実施態様では、少なくとも一つのルー
ぺポット部材２ａ，２ｂに配置されている係止要素（図示されていない）によって係止部
を備えている。第一実施態様では、ルーぺポット２は設置面１２とルーぺ本体５の間の平
行状態から出発して少なくとも二方向Ａ，Ｂに旋回できる。図１と２から採用できるよう
に、ルーぺポット２の上辺１７には、ハンドルーぺ３の設置領域１９と一致する窪み１８
が設けられている。この種の設置領域１９が例えば、ルーぺポット２の窪み１８に適合さ
れる後方移動された辺を有し得る。さらに、上辺１７がハンドルーぺ３の逆領域２１と一
致するリングバンド２０を有する。
【００３１】
　ハンドルーぺ３に配置された照明手段９がハンドルーぺ３とルーぺポット２の組み立て
られた状態では窪み１８を通してルーぺポット２によりカバーされた設置面１２を照明す
る。
【００３２】
　スタンドルーぺ１のハンドグリップ４は、このハンドグリップが設置面１２を自由グリ
ップ端領域２３と接触するように、形成されていて、自由グリップ端領域２３が全旋回運
動Ａ，Ｂを介して設置面１２と接触したままである。この場合には、ルーぺ本体５に配置
されたグリップ４の自由グリップ端２３を解き可能に設置面１２の平面に配列するか、或
いは支持することが目的に適っている。
【００３３】
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　図４から認識できるように、この旋回状態では、最下ルーぺポット部材２ｂの傍に旋回
されたルーぺポット部材２ａの縁領域２２が設置面１２上に支持される。
【００３４】
　ハンドグリップ４の端部に配置された充電コンセントは、この充電コンセントに挿入さ
れた充電プラグ（図示されていない）が自由グリップ端２３の巻解き広げ運動を設置面１
２上に制限しないように、配置されている。
【００３５】
　丸い基本面形状を備えるスタンドルーぺ１の第一実施態様では、グリップ４が半径方向
外方に延びていて、この場合には、グリップ４の中心長手軸線（図示されていない）を旋
回軸線１３と平行に延ばすことが目的に適っている。図５と６は、ルーぺポット２が矩形
基本面形状を有する二つの選択的実施態様に関する。この態様では、グリップ４の中心長
手軸線が旋回軸線１３と共に鋭角を形成する。さらに、自由グリップ端２３が傾斜された
ハンドルーペ（図５）の際に設置面１２上に載置し、ルーぺ本体５と設置面１２が互いに
平行に当接する（図６）第二状態において、グリップ端２３が設置面１２上に間隔を置い
て配置されていることが認識できる。ルーぺポット２の実質的に矩形基本面形状の際に、
さらに、旋回軸線１３を実質的に矩形基本面形状の対角線（図示されていない）に沿って
延びさせ、グリップ４の中心長手軸線を平面図で旋回軸線１３と一列に延びさせることを
可能である。この場合には、グリップ端２３がルーぺポット２の各旋回状態で設置面１２
上に載置することが可能である。
【００３６】
　照明手段１９がスイッチ１６によって作動され得る。
【符号の説明】
【００３７】
　１．．．．．スタンドルーぺ
　２．．．．．ルーぺポット
　２ａ．．．．ルーぺポット部材
　２ｂ．．．．ルーぺポット部材
　３．．．．．ルーぺ要素／ハンドルーぺ
　４．．．．．グリップ
　５．．．．．ルーぺ本体
　６．．．．．グリップ端
　７．．．．．磁石
　８．．．．．縁領域
　９．．．．．照明手段
　１０．．．．電池／蓄電池
　１１．．．．充電コンセント
　１２．．．．設置面
　１３．．．．旋回軸線
　１４．．．．ジャーナル
　１５．．．．逆手段
　１６．．．．スイッチ
　１７．．．．上辺
　１８．．．．窪み
　１９．．．．設置領域
　２０．．．．リングバンド
　２１．．．．逆領域
　２２．．．．縁領域
　２３．．．．自由グリップ端
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【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【手続補正書】
【提出日】平成21年9月17日(2009.9.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　読取り品或いはそのような観察すべき表面、即ち設置面（１２）に載置できるルーペポ
ット（２）とグリップ端（６）に配置されていてグリップ（４）及びルーペ本体（５）を
備えるルーペ要素（３）とから成り、ルーペ要素（３）がルーペポット（２）に分解可能
に固定されていて、ルーペポット（２）が載置された際にはルーペ要素（３）が設置面（
１２）に対して旋回できるスタンドルーペ（１）において、ルーペポット（２）が少なく
とも二部材に形成されていて、少なくとも二つの互いに旋回可能なルーペポット部材（２
ａ、２ｂ）が光を通さなく互いに支承されていて、ルーペ要素（３）が特別に使用可能な
ハンドルーペとして形成され、グリップ（４）は、このグリップが設置面（１２）を自由
グリップ端（２３）と接触するように、形成されていることを特徴とするスタンドルーペ
。
【請求項２】
　ルーペ要素（３）が照明手段（９）を有することを特徴とする請求項１に記載のスタン
ドルーペ。
【請求項３】
　旋回軸線（１３）が中心にルーペポット（２）を通して延びていて、直接に設置面（１
２）の上に配置されていることを特徴とする請求項１或いは２に記載のスタンドルーペ。
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【請求項４】
　ルーペポット（２）とルーペ要素（３）の間の分解可能な連結がスナップ係止結合によ
って形成されていることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載のスタンドル
ーペ。
【請求項５】
　ルーペポット（２）とルーペ要素（３）の間の分解可能な連結が複数の互いに魅力的に
連結された磁石（７）によってルーペ本体（５）の縁領域（８）に形成されていることを
特徴とする請求項１乃至４のいずれか一項に記載のスタンドルーペ。
【請求項６】
　磁石連結では２～６個までの磁石対（７）を有することを特徴とする請求項５に記載の
スタンドルーペ。
【請求項７】
　磁石対（７）が等間隔に配置されていることをことを特徴とする請求項４或いは５に記
載のスタンドルーペ。
【請求項８】
　少なくとも二つの互いに旋回可能なルーペポット部材（２ａ、２ｂ）がおよそ球キャロ
ット状に形成されていることを特徴とする請求項１乃至７に記載のスタンドルーペ。
【請求項９】
　少なくとも二つの互いに相対的に可動なルーペポット部材（２ａ、２ｂ）が少なくとも
部分的に平らに接触して互いに旋回できることを特徴とする請求項８に記載のスタンドル
ーペ。
【請求項１０】
　旋回軸線（１３）がジャーナル（１４）と逆手段（１５）を通してそれぞれに互いに旋
回可能なルーペポット部材（２ａ、２ｂ）に形成されているか、或いは定義されているこ
とを特徴とする請求項１乃至９のいずれか一項に記載のスタンドルーペ。
【請求項１１】
　旋回するために、係止要素が少なくとも一つのルーペポット部材（２ａ、２ｂ）に配置
されていることを特徴とする請求項１乃至１０のいずれか一項に記載のスタンドルーペ。
　
【請求項１２】
　ルーペポット（２）が設置面（１２）とルーペ本体（５）の間の平行状態から出発して
少なくとも二方向（Ａ，Ｂ）に旋回できることを特徴とする請求項１乃至１１のいずれか
一項に記載のスタンドルーペ。
【請求項１３】
　ルーペポット（２）の上辺（１７）には、ルーペ要素（３）の設置領域（１９）と一致
する窪み（１８）が設けられていることを特徴とする請求項１乃至１２のいずれか一項に
記載のスタンドルーペ。
【請求項１４】
　ルーペポット（２）の上辺（１７）には、ルーペ要素（３）の逆領域（２１）と一致す
るリングバンド（２０）が形成されていることを特徴とする請求項１乃至１３のいずれか
一項に記載のスタンドルーペ。
【請求項１５】
　ルーペ要素（３）に配置された照明手段（９）は、ルーペ要素（３）とルーペポット（
２）の組み立てられた状態ではルーペポット（２）の窪み（１８）を通して設置面（１２
）を照明することを特徴とする請求項１乃至１４のいずれか一項に記載のスタンドルーペ
。
【請求項１６】
　ルーペ本体（５）に配置されたグリップ（４）の自由グリップ端（２３）が解き可能に
設置面（１２）の平面に配置され且つ支持されるか、又は配置されるか、或いは支持され
ることを特徴とする請求項１乃至１５のいずれか一項に記載のスタンドルーペ。
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【請求項１７】
　少なくとも一つの旋回状態では最下ルーペポット部材（２ｂ）の傍に少なくとも一つの
縁領域（２２）が別の旋回されたルーペポット部材（２ａ）を設置面（１２）に支持され
ていることを特徴とする請求項１乃至１６のいずれか一項に記載のスタンドルーペ。
【請求項１８】
　ハンドグリップ（４）の自由端（２３）では、充電コンセント（１１）はこの充電コン
セントに挿入された充電プラグが自由グリップ端（２３）の巻解き広げ運動を設置面（１
２）の上に一致しないように、配置されていることを特徴とする請求項２乃至１７のいず
れか一項に記載のスタンドルーペ。
【請求項１９】
　充電プラグが斜め上方に向いて充電コンセント（１１）に挿入されていることを特徴と
する請求項１８に記載のスタンドルーペ。
【請求項２０】
　ルーペポット（２）がほぼ丸い或いは楕円基本面形状を有し、グリップ（４）が半径方
向外方に延びていることを特徴とする請求項１乃至１９のいずれか一項に記載のスタンド
ルーペ。
【請求項２１】
　ルーペポット（２）が丸い基本面形状を有し、グリップ（４）の中心長手軸線が旋回軸
線（１３）と平行に配置されていることを特徴とする請求項１乃至２０のいずれか一項に
記載のスタンドルーペ。
【請求項２２】
　ルーペポット（２）が矩形基本面形状を有し、グリップ（４）の中心長手軸線が旋回軸
線（１３）と共に鋭角を形成するか、或いは旋回軸線と平行に配置されていることを特徴
とする請求項１乃至２１のいずれか一項に記載のスタンドルーペ。
【請求項２３】
　ルーペ要素（３）が降ろされた際には自由グリップ端（２３）が設置面（１２）上に載
置し、第二状態（ループ本体（５）と設置面（１２）の平行状態）において浮かんでいる
ことを特徴とする請求項２乃至２２のいずれか一項に記載のスタンドルーペ。
【請求項２４】
　自由グリップ端（２３）がルーペポット部材（２）の各旋回状態では設置面（１２）上
に載置することを特徴とする請求項２乃至２２のいずれか一項に記載のスタンドルーペ。
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【国際調査報告】
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